
 
 

平 成 ２８ 年 度 
温 室 効 果 ガ ス 排 出 量 調 査 

報 告 書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成２９年１２月 

 
本 巣 市 



目  次 

 

第１章 温室効果ガス排出量調査について 

第１節 調査の背景 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １ 

第２節 調査の目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １ 

第３節 調査の期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １ 

第４節 調査の対象範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １ 

 

第２章 平成２８年度における温室効果ガスの現況 

第１節 二酸化炭素の総排出量 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ２ 

第２節 部門別の二酸化炭素排出量 ・・・・・・・・・・・・・・・・  ３ 

第３節 排出源別の使用量 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４ 

（１） 電気の使用量 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４ 

（２） ガソリンの使用量 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ５ 

（３） 軽油の使用量 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ６ 

（４） 灯油・Ａ重油の使用量 ・・・・・・・・・・・・・・・ ７～８ 

（５） 液化石油ガス（ＬＰＧ）・都市ガスの使用量 ・・・・・ ９～１０ 

 

第３章 総括 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １１～１２ 

資 料 編 

資料１ 温室効果ガス総排出量の算定方法 ・・・・・・・・・・・・ １３ 

資料２ 排出係数と算定方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １４ 

表１０ 本巣市地球温暖化対策推進実行計画対象機関 ・・・・・・・ １５ 



 - 1 -

第１章 温室効果ガス排出量調査について 

 

第１節 調査の背景 

今日の地球温暖化問題は、人間の活動に伴って発生する温室効果ガスが大気中の温室効果ガス

の濃度を増加させることにより、地球全体として地表及び大気の温度が追加的に上昇し、自然の

生態系及び人類に悪影響を及ぼすものであります。その予想される影響の大きさや深刻さから見

て、まさに人類の生存基盤に関わる最も重要な環境問題の一つであります。『気候変動に関する

政府間パネル(IPCC)』の第５次評価報告書によれば、２０世紀半ば以降に観測された温暖化は人

間活動による影響が支配的な要因である可能性が極めて高く、今世紀末までの世界平均気温の変

化は２０世紀末頃と比べて０．３～４．８℃の範囲に、海面水位の上昇は０．２６～０．８２ｍ

の範囲に入る可能性が高いと予測しています。また、今世紀にわたり工業化以前と比べて温暖化

を２℃未満に抑制するシナリオとして、世界全体の人為起源の温室効果ガス排出量が2050年まで

に2010年と比べて４０～７０％削減され、2100年には排出水準がほぼゼロまたはそれ以下になる

という特徴の科学的知見も示されています。 

国際的な地球温暖化対策としては、1992年に『国連気候変動枠組条約』が採択され、同年の国

連環境開発会議(地球サミット)では世界中の多くの国々が署名を行い、1994年には条約を発効し

ました。これを受け第1回目の気候変動枠組条約締約国会議(COP1)がドイツのベルリンから始まり、

『温室効果ガスの排出及び吸収に関し、特定された期限の中で排出抑制や削減のための数量化さ

れた拘束力のある目標』を定めることが決議されました。1997年には地球温暖化防止京都会議

(COP3)が開催され、京都議定書が採択されました。この中で我が国については、温室効果ガスの

総排出量を『2008年から2012年』の第一約束期間に、1990年レベルから6％削減するとの目標が定

められ、さらに2015年には、フランス・パリに於いて第21回気候変動枠組条約締約国会議(COP21)

が開催され、京都議定書に代わる新たな国際的枠組として『パリ協定』が採択されました。 

一方、我が国の地球温暖化対策としては、科学的知見に基づき、国際的な協調の下で、我が国

として率先的に取り組むとしており、2016年5月に閣議決定された『地球温暖化対策計画』により、

温室効果ガスの排出削減の中期目標として、2030年度において2013年度比26.0％減（2005年度比

25.4％減）の水準の達成に取り組むことや、長期的な目標として、2050年までに80％の温室効果

ガスの排出削減を目指すとしています。 

こうした背景の中、「地球温暖化対策の推進に関する法律」では、地方公共団体(都道府県及び

市町村)においては、その事務及び事業に関し、温室効果ガス排出抑制などのための措置に関する

計画を策定することが義務づけられていることから、「第２期本巣市地球温暖化対策推進実行計

画」(以下「本計画」という。)を平成２３年６月に策定（平成２９年３月改訂）し、引き続き本

巣市(以下「本市」という。)の行政における温室効果ガスの排出削減に取り組んでまいります。 

 

第２節 調査の目的 

本計画により実行されている本市の事務及び事業における温室効果ガスの排出抑制等の実

施状況を把握するため、温室効果ガス排出量調査を実施します。 

 

第３節 調査の期間 

平成２８年度とします。 

 

第４節 調査の対象範囲 

本計画策定時に対象とした本市の全ての施設及び事務・事業活動を対象とします。 

（表１０参照） 

なお、本計画策定時以降に委託管理となった施設についても調査の対象としています。 
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第２章 平成２８年度における温室効果ガスの現況 

 

第１節 二酸化炭素の総排出量 

平成２８年度における本市の事務・事業から排出された二酸化炭素排出量は、表１及び図１

に示すとおり、第２期基準年度(平成２２年度)と比較して１.１％の削減にとどまりました。 

目標値を大きく下回った主な要因としては、本計画の改訂に合わせて排出係数を見直したこ

とによる二酸化炭素排出量全体の７割以上を占める電気からの排出量の増加や、空調機器の更

新によるＬＰＧからの排出量の増加が考えられます。また、使用燃料の変更によるガソリンか

らの恒常的な排出量の増加も要因の一つとなっています。 

 

 表１ 本市の事務・事業に伴う二酸化炭素排出量の実績及び目標 

   
 

図１ 本市における二酸化炭素排出量の実績及び目標値 
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平成２８年度における部門別の二酸化炭素排出量は、表２及び図２に示すとおりです。 

部門別の削減量としては、約半数の部門において計画以上に順調に推移していますが、商工

観光部門や上下水道部門においては、基準年度と比べ大幅な排出量の増加が認められます。 

これは１月に隣接自治体内の養鶏場で発生した高病原性鳥インフルエンザの防疫対応のため、

約半月間、観光施設の暖房設備等を連日連夜使用したことや、上水道施設の老朽化に伴う自家

発電を備えた施設の新増設、下水道の供用区域拡大により電気使用量が大幅に増加したことな

どが主な要因と考えられます。 

 

表２ 部門別二酸化炭素排出量の推移 

 

 

 

図２ 部門別二酸化炭素排出量の推移 

  

第２節 部門別の二酸化炭素排出量 
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第３節 排出源別の使用量 

二酸化炭素総排出量の削減目標「１０％」を達成するため、環境配慮項目とそれに対応する 

施設ごとの目標値を集計した全体目標を次の通り掲げ、計画を推進しました。 

なお、平成２８年度における取り組み状況と、掲げる目標は以下のとおりです。 

（１）電気の使用量 

【目標】 基準年度比で年約１.０％の削減を行います。 

【状況】 電気の使用量は、基準年度と比較して１．６％の削減にとどまりました。 

これは、調理部門などにおいて大幅な削減が見られる一方、平年に比べ寒さが

厳しく、教育部門・福祉部門においては学校などの暖房の使用頻度が増加したこ

とや、下水道部門における施設の新増設や水需要の増加、下水道の供用区域拡大

などにより使用量が増加したことが主な要因と考えられます。 

 

表３ 電気使用量の推移 

 
図３ 電気使用量の推移 
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（２）ガソリンの使用量 

【目標】  基準年度比で年約１.０％の削減を行います。 

【用途】 車両燃料 

【状況】 ガソリンの使用量は、基準年度と比較して１３．６％の増加となりました。 

これは、福祉部門において車両が追加されたこと、同じく教育部門や福祉部門

において車種変更により一部の車両の使用燃料がガソリンになったことなどによ

り使用量が増加したことが主な要因と考えられます。 

 

   表４ ガソリン使用量の推移 

 
 

 

   図４ ガソリン使用量の推移 
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（３）軽油の使用量 

【目標】 基準年度比で年約１.０％の削減を行います。 

【用途】 車両燃料 

【状況】 軽油の使用量は、基準年度と比較して２５．４％の削減となりました。 

これは、多くの施設で車種変更により一部の車両の使用燃料が軽油からガソリ

ンになったことにより使用量が削減したことが主な要因と考えられます。 

 

  表５ 軽油使用量の推移 

 
 

  図５ 軽油使用量の推移 
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（４）灯油・Ａ重油の使用量 

【目標】 灯油及びＡ重油の使用量共に基準年度比で年約１.０％の削減を行います。 

【用途】 暖房設備、給湯器、廃棄物処理施設での焼却 

【状況】 灯油の使用量は、基準年度と比較して２．４％の削減、Ａ重油の使用量は、５.

７％の削減にとどまりました。 

これは、教育部門における各学校や福祉部門における保育園・幼児園などで、

建物の新築・増改築に伴い使用燃料が変更されたものの、平年に比べ寒さが厳し

く、特に寒冷地である北部地域で灯油の需要が高まったため、削減量が大幅に落

ち込んだものと考えられます。 

また、Ａ重油の使用量に関し、廃棄物処理部門においては焼却施設がすべて休

止状態となったため、平成２７年度以降の実績はゼロとなっています。 

 

  表６ 灯油使用量の推移 

 
 
 

   表７ Ａ重油使用量の推移 
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図６ 灯油使用量の推移 

 

 

図７ Ａ重油使用量の推移 
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（５）液化石油ガス（ＬＰＧ）・都市ガスの使用量 

【目標】  ＬＰＧ及び都市ガスの使用量共に基準年度比で年約１.０％の削減を行います。 

【用途】  冷暖房設備、調理設備 

【状況】  ＬＰＧの使用量は、基準年度と比較して１２.１％の増加、都市ガスの使用量は、

１.６％の増加となりました。 

これは主に市庁舎において、冷暖房設備の更新により使用エネルギーが電気か

らＬＰＧに変更となったことや、平年に比べ寒さが厳しく、都市ガスを燃料とす

る暖房の使用頻度が増加したことが主な要因と考えられます。 

 

   表８ 液化石油ガス（ＬＰＧ）使用量の推移 

 
 
 

  表９ 都市ガス使用量の推移 
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図８ 液化石油ガス（ＬＰＧ）使用量の推移 

 

 

図９ 都市ガス使用量の推移 
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第３章 総括 

 

平成２８年度における本市の事務・事業から排出される二酸化炭素排出量は、 

 ７,４６３，７２９ kg-CO2 でした。 

 

平成１８年度から平成２２年度にかけて「第１期本巣市地球温暖化対策推進実行計画」を行

い、平成２３年度にはこれまでの取組状況等を見直し「第２期本巣市地球温暖化対策推進実行

計画」を策定（平成２９年３月改訂）し、平成２８年度は第２期の６年目となります。 

本計画の対象範囲は、市の実施する全ての事務・事業を基本としており、第１期において対

象外とした指定管理者等により管理運営を行っている市有施設についても対象としています。 

その結果、平成２８年度における本市の事務・事業から排出される二酸化炭素排出量は、第２

期基準年度である平成２２年度【７,５４６,４１０kg-CO2】と比較して、１.１％の削減にとど

まりました。 

削減目標を大きく下回った主な要因としては、本計画の改訂に合わせて、二酸化炭素排出量

全体の７割以上を占める電気の排出係数などを見直したことや、平年に比べ寒さが厳しく、市

庁舎や教育部門・福祉部門の施設の暖房の使用頻度が増加したこと、また、上下水道部門にお

いては上水道施設の老朽化に伴う自家発電を備えた施設の新増設や水需要の増加、下水道の供

用区域拡大により電気の排出量（使用量）が大幅に増加していることが挙げられます。 

また、ガソリンによる排出量（使用量）についても、エコドライブ等により前年度実績と比

べ削減しているものの、依然、基準年度を増加していることも要因の一つとなっています。 

 

二酸化炭素の排出量については、気象等の諸条件によって大きく左右され易く、また市民への

行政サービスとのバランスを保ちながらの削減実行は容易ではありません。しかしながら全職

員が一丸となってアイデアを出し合いながらより一層の削減を目指し、環境対策車への更新や

公共施設の太陽光発電システム導入等、積極的に温室効果ガスの排出削減に向けて取り組んで

まいります。 
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電気使用に対する取り組み方針 

 

項 目 取 り 組 み 内 容 

使用・行動 

不要な照明の消灯の徹底（廊下・トイレ等） 

ＯＡ機器の未使用時の電源ＯＦＦの徹底（待機電力の削減） 

クールビズの推進（夏季における軽装） 

ウォームビズの推進（冬季における暖かな装い） 

ブラインドやカーテンの有効利用 

ノー残業デー等による勤務時間の削減 

購 入 電気使用量の少ないＯＡ機器や電灯などの選択 

施設の管理 

空調設備の温度設定を適温化の徹底（冷房２８℃、暖房２０℃を目安） 

エアコン・空調機のこまめなフィルター掃除 

照明設置箇所の見直し 

施設の整備 

エネルギー消費量のより少ない建築設備や自然エネルギー設備の導入 

緑のカーテンなどによる日光の遮蔽による断熱 
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資料編 

 

資料１ 温室効果ガス総排出量の算定方法 

 

温室効果ガス総排出量は次の計算式により算定しています。 

 

 

（各温室効果ガスの排出量）= Σ{(活動の区分ごとの排出量)} 

（活動の区分についての和をとる。） 

（温室効果ガスの総排出量）= Σ{(各温室効果ガスの排出量×地球温暖化係数)} 

（温室効果ガスの種類についての和をとる。） 

 

 

○「活動の区分ごとの排出量」  

地球温暖化対策の推進に関する法律施行令（以下「施行令」という。）第３条において、

温室効果ガスの種類ごとに温室効果ガスが排出される活動の区分を設定し、当該区分ごとに

定められた排出量の算定方法及び排出係数に従い、算定期間内（１年間）の活動量について

計算しています。 

 

排出量＝（活動量）×（排出係数〔質量・容量ベース〕） 

 

ただし、燃料の使用に伴う二酸化炭素等の排出量に関する算定方法は、以下のとおり。 

 

排出量＝（燃料使用量）×（単位発熱量）×（排出係数〔発熱量ベース〕） 

 

○「排出係数」・・・・・・１単位あたりの活動に伴う温室効果ガスの排出量 

 

○「地球温暖化係数」・・・温室効果ガスごとに温室効果をもたらす程度を、二酸化炭素の 

   当該程度に対する比で示した係数 
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資料２ 排出係数と算定方法 

 

本市の活動に係る二酸化炭素排出量の算定と排出係数は次のとおりです。 

【 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第３条による 】 

 

● 燃料の使用に伴う排出 

排出量＝燃料使用量×単位発熱量×排出係数（炭素の量）×（４４／１２） 

   ＝燃料使用量×換算後排出係数 

 
 

 

● 他人から供給された電気の使用に伴う排出 

排出量＝電気使用量×排出係数 

 

 

 

 

 

 

 

● 一般廃棄物の焼却に伴う排出（うち廃プラスチック類の量） 

排出量＝焼却量×排出係数 

 

排出係数 単 位 

735 kg-C/t 

 

※ 廃棄物焼却量中の廃プラスチック類の量は平均的な組成率（12.6%）を用いた。 

※ 参考資料：（財）日本環境衛生センター『 廃棄物基本データ集 1999 』 

※ 排出係数は平成２８年度から平成３２年度まで同じ値を用います。 

 

種 別 
単位発熱量 排出係数 換算後 

単位 
MJ/L,kg,ｍ3 kg-C/MJ 排出係数 

ガソリン 34．6 0．0183  2．32 kg-CO2/L 

軽油 37．7 0．0187  2．58 kg-CO2/L 

灯油 36．7 0．0185  2．49 kg-CO2/L 

Ａ重油 39．1 0．0189  2．71 kg-CO2/L 

液化石油ガス（LPG） 50．8 0．0161  3．00 kg-CO2/kg

都市ガス 45．0 0．0136  2．24 kg-CO2/ｍ
3

排出係数 単 位 

0.482 kg-CO2/kWh 
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表１０ 本巣市地球温暖化対策推進実行計画 対象機関 

  


